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伊東市 業 務委託契 約 約款  
（総則）  

第１条  発 注者及 び受注者 は、契約 書記載の 業 務（以 下「 業 務」 と いう。）

の委託 契約に関し 、契約 書 に定め るもの のほ か 、こ の約 款 に基づ き 、別冊

の仕様 書、設計書 及び図 面 （業務 説明書 及び 業 務説 明に 対 する質 問 回答書

を含む 。以下これ らの仕 様 書、設 計書及 び図 面 を「 設計 図 書」と い う。）

に従いこれを履行し なければなら ない。  
 
２  設 計図書に定 めのない 事項につ いては、 発 注者と 受注 者 が協 議 して定め

る。  
 

（業務実施計画表）  
第２条  受 注者は 、この契 約締結後 ７日以内 に 、設計 図書 に 基づ い て業務実

施計画表を作成し、 発注者に提出 しなけ ればな らない。  
 
２  発 注者は、前 項の規定 により業 務実施計 画 表が提 出さ れ たと き は、遅滞

なく、 これを審査 し、そ の 内容が 不適当 であ る と認 めた と きは、 受 注者に

修正を求めることが できる。  
 

（権利義務の譲渡等 ）  
第３条  受 注者は 、この契 約により 生じる権 利 及び義 務を 第 三者 に 譲渡し、

又は承 継させては ならな い 。ただ し、発 注者 の 書面 によ る 承諾を 得 た場合

は、この限りでない 。  
 

（再委託等の禁止）  
第４条  受 注者は 、業務の 全部又は 設計図書 に おいて 指定 し た主 た る部分の

処理を 第三者に委 託し、 又 は請け 負わせ ては な らな い。 た だし、 あ らかじ

め発注者の書面によ る承諾を得た 場合は 、この 限りでない 。  
 

（暴力団関係業者へ の再委託の禁 止）  
第４条 の２  受注 者は、第 ２３条第 ７号及び 第 ９号ア から オ まで の いずれか

に該当 する者（以 下「暴 力 団関係 業者」 とい う 。） を再 委 託先と し てはな

らない。  
２  受 注者は、そ の請け負 った業務 に係る全 て の再委 託先 に 、暴 力 団関係業

者と当該業務に係る 再委託契約を 締結さ せては ならない。  
３  受 注者が、第 １項の規 定に違反 して暴力 団 関係業 者を 再 委託 先 とした場

合又は 前項の規定 に違反 し て再委 託先に 暴力 団 関係 業者 と 当該業 務 に係る

再委託 契約を締結 させた 場 合は、 発注者 は、 受 注者 に対 し て、当 該 契約の

解除（ 受注者が当 該契約 の 当事者 でない 場合 に おい て、 受 注者が 当 該契約

の当事 者に対して 当該契 約 の解除 を求め るこ と を含 む。 以 下この 条 におい

て同じ。）を求める ことができる 。  
４  前 項の規定に より発注 者が受注 者に対し て 当該契 約の 解 除を 求 めたこと

によっ て生じる受 注者の 損 害及び 同項の 規定 に より 再委 託 契約が 解 除され

たこと によって生 じる再 委 託契約 の当事 者の 損 害に つい て は、受 注 者が一

切の責任を負うもの とする。  
 

（監督員）  
第５条  発 注者は 、監督員 を定めた ときは、 書 面によ りそ の 氏名 を 受注者に

通知しなければなら ない。その者 を変更 したと きも同様と する。  
 
２  監 督員は、設 計図書に 定めると ころによ り 、受注 者又 は 受注 者 の業務代

理人に対する指示、 承諾又は協議 を行う ものと する。  
 

（業務代理人等）  
第６条  受 注者は 、業務代 理人及び 主任技術 者 を定め 、書 面 によ り その氏 名、

経歴等 を発注者に 通知し な ければ ならな い。 こ れら の者 を 変更し た ときも

同様とする。  
 
２  業 務代理人は 、業務の 処理に関 し、この 約 款に基 づく 受 注者 の 一切の権
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限（業 務委託料の 変更、 請 求及び 受領並 びに こ の契 約の 解 除に係 る ものを

除く。）を行使する ことができる 。  
 
３  業務代理人は、 業務に精通す る者で なけれ ばならない 。  
 
４  主 任技術者は 、業務に 関し十分 な経験及 び 資格を 有す る 者で な ければな

らない。  
 
５  業務代理人と主 任技術者とは 、これ を兼ね ることがで きる。  
 

（業務の調査等）  
第７条  発 注者は 、必要が あると認 めるとき は 、業務 の処 理 状況 に ついて、

受注者に対して報告 を求め、又は 自ら調 査する ことができ る。  
 

（業務内容の変更等 ）  
第８条  発 注者は 、必要が あると認 めるとき は 、書面 によ り 受注 者 に通知し

て、業 務の内容を 変更し 、 又は業 務の全 部若 し くは 一部 の 施行を 一 時中止

させる ことができ る。こ の 場合に おいて 、業 務 委託 料又 は 履行期 間 を変更

する必要があるとき は、発注者と 受注者 が協議 して書面を もって定 める。  
 
２  前 項の場合に おいて、 業務の内 容の変更 若 しくは 一時 中 止に 伴 う費用に

増加を 必要とし、 又はこ れ により 受注者 が損 害 を受 けた と 認めら れ るとき

は、発 注者は、当 該増加 費 用を負 担し、 又は そ の損 害を 賠 償しな け ればな

らない 。この場合 におけ る 負担額 又は賠 償額 は 、発 注者 と 受注者 が 協議し

て定める。  
 

（履行期限の延長）  
第９条  受 注者は 、天候の 不良その 他その責 め に帰す るこ と がで き ない理由

により 履行期限ま でに業 務 を完了 するこ とが で きな いと き は、発 注 者に対

して遅 滞なく、そ の理由 を 明らか にした 書面 に より 履行 期 限の延 長 を求め

ること ができる。 この場 合 におけ る延長 日数 は 、発 注者 と 受注者 が 協議し

て書面をもって定め る。  
 

（損害の負担）  
第 １ ０ 条  業 務 の 処 理 に 関 し て 生 じ た 損 害 （ 第 三 者 に 及 ぼ し た 損 害 を 含

む。） は、受注者 が負担 す る。た だし、 その 損 害の うち 発 注者の 責 めに帰

すべき理由により生 じたものは、 発注者 が負担 する。  
 

（不可抗力による損 害）  
第１１ 条  暴風、 豪雨、洪 水、高潮 、地震、 地 すべり 、落 盤 、火 災 、騒乱、

暴 動 そ の 他 の 自 然 的 又 は 人 為 的 な 事 象 （ 設 計 図 書 で 基 準 を 定 め た も の に

あって は、当該基 準を超 え るもの に限る 。） で あっ て、 発 注者、 受 注者双

方の責 めに帰さな いもの （ 第６項 におい て「 不 可抗 力」 と いう。 ） により、

業務の 一部で完了 した部 分 （以下 「出来 形部 分 」と いう 。 ）、仮 設 物、現

場に搬 入した業務 材料又 は 機械器 具に損 害を 生 じた とき は 、受注 者 は、そ

の事実の発生後直ち にその状況を 発注者 に通知 しなければ ならない 。  
 
２  発 注者は、前 項の規定 による通 知を受け た ときは 、直 ち に調 査 を行い、

前項の 損害（受注 者が善 良 な管理 者の注 意義 務 を怠 った こ とに基 づ くもの

及び火 災保険その 他の保 険 等によ り填補 され る もの を除 く 。以下 こ の条に

おいて 「損害」と いう。 ） の状況 を確認 し、 そ の結 果を 受 注者に 通 知しな

ければならない。  
 
３  受 注者は、前 項の規定 により損 害の状況 が 確認さ れた と きは 、 損害によ

る費用の負担を発注 者に請求する ことが できる 。  
 
４  発 注者は、前 項の規定 により受 注者から 損 害によ る費 用 の請 求 があった

ときは 、当該損害 の額（ 出 来形部 分、仮 設物 又 は現 場に 搬 入した 業 務材料

若しく は機械器具 であっ て 記録等 により 確認 し 得る もの に 限る。 ） 及び当



 - 3 -

該損害 の取片付け に要す る 費用の 額の合 計額 （ 以下 この 条 におい て 「損害

合計額 」という。 ）のう ち 業務委 託料の １０ ０ 分の １を 超 える額 を 負担し

なければならない。  
 
５  損 害額は、次 の各号に 掲げる損 害につき 、 それぞ れ当 該 各号 に 定めると

ころにより算定する 。  
⑴  出来 形部 分 に関す る 損害  損害 を 受け た 出来 形部 分 に相応 す る業 務 委

託料とし、残 存価値 がある場合に はそ の 評価額 を差し 引い た額とする。  
⑵  業務 材料 に 関する 損 害  損害 を 受けた 業 務材料 に 相 応 する 業 務 委 託料

とし、残存価 値があ る場合にはそ の評 価 額を差 し引い た額 とする。  
⑶  仮設 物又 は 機械器 具 に関 する 損 害  損 害 を受 けた 仮 設物又 は 機械 器 具

で通 常妥当と 認 めら れる も のにつ い て、 当 該 業務 で償 却 す るこ と として

いる 償却費の 額 から 損害 を 受けた 時 点に お け る出 来形 部 分 に相 応 する償

却費 の額を差 し 引い た額 と する。 た だし 、 修 繕に より そ の 機能 を 回復す

るこ とができ 、 かつ 、修 繕 費の額 が 上記 の 額 より 少額 で あ るも の につい

ては、その修 繕費の 額とする。  
 
６  数 次にわたる 不可抗力 により損 害合計額 が 累積し た場 合 にお け る第２次

以降の 不可抗力に よる損 害 合計額 の負担 につ い ては 、第 ４ 項中「 当 該損害

の額」 とあるのは 「損害 の 額の累 計」と 、「 当 該損 害の 取 片付け に 要する

費 用 の 額 」 と あ る の は 「 損 害 の 取 片 付 け に 要 す る 費 用 の 額 の 累 計 」 と 、

「業務 委託料の１ ００分 の １を超 える額 」と あ るの は「 業 務委託 料 の１０

０分の １を超える 額から 既 に負担 した額 を差 し 引い た額 」 として 同 項を適

用する。  
 

（業務完了報告）  
第１２ 条  受注者 は、業務 が完了し たときは 、 遅滞な く書 面 によ り 発注者に

報告しなければなら ない。  
 

（検査及び引渡し）  
第１３ 条  発注者 は、前条 の規定に よる報告 を 受けた とき は 、そ の 日から起

算して １０日以内 に受注 者 の立会 いの上 業務 の 完了 を確 認 するた め の検査

を完了 しなければ ならな い 。この 場合に おい て 、発 注者 は 、当該 検 査の結

果を書面により受注 者に通知しな ければ ならな い。  
 
２  発 注者が前項 の規定に より検査 に合格し た 旨の通 知を し たと き は、業務

の成果品の引渡しが 行われたもの とみな す。  
 
３  受 注者は、第 １項の検 査の結果 当該成果 品 の修補 を命 じ られ た ときは、

直ちに 修補して発 注者の 検 査を受 けなけ れば な らな い。 こ の場合 に おいて、

修補の完了を業務の 完了とみなし て、前 条及び 前２項の規 定を適用 する。  
 

（業務委託料の支払 ）  
第１４ 条  受注者 は、前条 の規定に よる検査 に 合格し たと き は、 書 面により

業務委託料の支払を 請求すること ができ る。  
 
２  発 注者は、前 項の規定 による請 求を受け た 日から 起算 し て３ ０ 日以内に

業務委託料を支払わ なければなら ない。  
 

（前払金）  
第１５ 条  受注者 は、公共 工事の前 払金保証 事 業に関 する 法 律（ 昭 和２７年

法律第 １８４号） 第２条 第 ４項に 規定す る保 証 事業 会社 （ 以下「 保 証事業

会社」 という。） と、契 約 書記載 の業務 の完 了 の時 期を 保 証期限 と し、同

条第５ 項に規定す る保証 契 約（以 下「保 証契 約 」と いう 。 ）を締 結 して、

発注者 に対して契 約書記 載 の前払 金以内 の支 払 を請 求す る ことが で きる。

ただし 、業務委託 料が３ ０ ０万円 未満の 場合 及 び前 払金 を 支払う 旨 の特約

をしない場合は、こ の限りでない 。  
 
２  受 注者は、前 項の保証 契約を締 結したと き は、直 ちに そ の保 証 証書を発
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注者に寄託しなけれ ばならない。  
 
３  受 注者は、前 ２項の規 定による 保証証書 の 寄託に 代え て 、電 磁 的方法で

あって 、当該保証 契約の 相 手方た る保証 事業 会 社が 定め 、 発注者 が 認めた

措置を 講じること ができ る 。この 場合に おい て 、受 注者 は 、当該 保 証証書

を寄託したものとみ なす。  
 
４  発 注者は、第 １項の規 定による 請求があ っ たとき は、 そ の日 か ら１４日

以内に前払金を支払 わなければな らない 。  
 
５  業 務内容の変 更その他 の理由に より著し く 業務委 託料 を 増額 し た場合に

おいて は、受注者 は、そ の 増額後 の業務 委託 料 の１ ０分 の ３から 受 領済み

の前払 金額を差し 引いた 額 に相当 する額 以内 の 前払 金の 支 払を請 求 するこ

とができる。この場 合において、 前項の 規定を 準用する。  
 
６  業 務内容の変 更その他 の理由に より業務 委 託料を 減額 し た場 合 におい て、

受領済 みの前払金 額が減 額 後の業 務委託 料の １ ０分 の４ を 超える と きは、

受注者 は、その減 額のあ っ た日か ら３０ 日以 内 に、 その 超 過額を 返 還しな

ければ ならない。 ただし 、 その超 過額を 返還 す るこ とが 前 払金の 使 用状況

からみ て著しく不 適当で あ ると認 められ ると き は、 発注 者 と受注 者 が協議

して返還額を定める 。  
 
７  受 注者は、前 項の期間 内に返還 すべき金 額 を返還 しな か った と きは、当

該期間 を経過した 日から 返 還する 日まで の期 間 の日 数に 応 じ、そ の 返還す

べき金 額につき政 府契約 の 支払遅 延防止 等に 関 する 法律 （ 昭和２ ４ 年法律

第２５ ６号）第８ 条第１ 項 の規定 に基づ き定 め る、 政府 契 約の支 払 遅延に

対する 遅延利息の 率（以 下 「遅延 利息の 率」 と いう 。） の 割合で 計 算した

遅延利息を発注者に 支払わなけれ ばなら ない。  
 
８  継 続費又は債 務負担行 為に基づ き複数年 度 にわた る契 約 を締 結 する場合

の前払 金の額は、 各年度 の 業務委 託料の １０ 分 の３ 以内 の 額を当 該 年度ご

とに支払うものとす る。  
 
９  前払金の額は、 業務委託料の １０分 の３以 内の額とす る。  
 

（保証契約の変更）  
第１６ 条  受注者 は、前条 第４項の 規定によ り 受領済 みの 前 払金 に 追加して

更に前 払金の支払 を請求 す る場合 には、 あら か じめ 保証 契 約を変 更 し、変

更後の保証証書を発 注者に寄託し なけれ ばなら ない。  
 
２  受 注者は、業 務内容の 変更その 他の理由 に より業 務委 託 料を 減 額した場

合にお いて保証契 約を変 更 したと きは、 遅滞 な く変 更後 の 保証証 書 を発注

者に寄託しなければ ならない。  
 
３  受 注者は、前 ２項の規 定による 保証証書 の 寄託に 代え て 、電 磁 的方法で

あって 、当該保証 契約の 相 手方た る保証 事業 会 社が 定め 、 発注者 が 認めた

措置を 講じること ができ る 。この 場合に おい て 、受 注者 は 、当該 保 証証書

を寄託したものとみ なす。  
 
４  受 注者は、前 払金額の 変更を伴 わない履 行 期間の 変更 が 行わ れ た場合に

は、発注者に代わり その旨を保証 事業会 社に直 ちに通知す るものと する。  
 

（前払金の使用等）  
第１７ 条  受注者 は、前払 金をこの 業務の材 料 費、外 注費 、 機械 購 入費（こ

の業務 において償 却され る 割合に 相当す る額 に 限る 。） 、 動力費 、 支払運

賃及び 保証料に相 当する 額 として 必要な 経費 以 外の 支払 に 充当し て はなら

ない。  
 

（部分引渡し）  
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第１８ 条  業務の 一部が完 了し、か つ、可分 の もので ある 場 合に お いて、受

注者の 書面による 同意を 得 たとき は、発 注者 は 、当 該完 了 した部 分 につい

て引渡 しを受ける ことが で きる。 この場 合に お いて 、受 注 者は、 当 該完了

した部 分に相応す る業務 委 託料（ 以下「 業務 委 託料 の一 部 」とい う 。）の

支払を請求すること ができる。  
 
２  第 １２条から 第１４条 までの規 定は、前 項 の規定 によ り 業務 の 一部の引

渡し及び業務委託料 の一部の支払 をする 場合に ついて準用 する。  
 
３  前 払金の支払 を受けて いる場合 において は 、前項 にお い て準 用 する第１

４条第 １項の規定 により 請 求する ことの でき る 額は 、業 務 委託料 の 一部か

ら前払 金額に当該 完了し た 部分の 業務全 体に 対 する 割合 に 乗じて 得 た額を

控除した額とする。  
 

（第三者による代理 受領）  
第１９ 条  受注者 は、発注 者の承諾 を得て、 業 務委託 料の 全 部又 は 一部の受

領につき、第三者を 代理人とする ことが できる 。  
 
２  発 注者は、前 項の規定 により受 注者が第 三 者を代 理人 と した 場 合におい

て、受 注者の提出 する支 払 請求書 に当該 第三 者 が受 注者 の 代理人 で ある旨

の明記 がなされて いると き は、当 該第三 者に 対 して 第１ ４ 条（前 条 第２項

におい て準用する 場合を 含 む。） の規定 に基 づ く支 払を し なけれ ば ならな

い。  
 

（契約不適合責任）  
第 ２ ０ 条  発 注 者 は 、 引 き 渡 さ れ た 成 果 品 が 種 類 又 は 品 質 に 関 し て 契 約の

内 容 に 適 合 し な い も の （ 以 下 「 契 約 不 適 合 」 と い う 。 ） で あ る と き は 、

受 注 者 に 対 し 、 成 果 品 の 修 補 又 は 代 替 物 の 引 渡 し に よ る 履 行 の 追 完 を 請

求することが できる 。  
 

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 は 、 発 注 者 に 不 相 当 な 負 担 を 課 す る もの

で な い と き は 、 発 注 者 が 請 求 し た 方 法 と 異 な る 方 法 に よ る 履 行 の 追 完 を

することがで きる。  
 

３  第 １ 項 の 場 合 に お い て 、 発 注 者 が 相 当 の 期 間 を 定 め て 履 行 の 追 完 の催

告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 の 追 完 が な い と き は 、 発 注 者 は 、 そ の 不 適 合

の 程 度 に 応 じ て 業 務 委 託 料 の 減 額 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 次

の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 催 告 を す る こ と な く 、 直 ち に 業 務

委託料の減額 を請求 することがで きる 。  
⑴  履 行の追完が不 能であるとき 。  
⑵  受 注者が履行の 追完を拒絶す る意 思を明確 に表示した とき。  
⑶  業 務 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期

間 内 に 履 行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に

おいて、受注者が履 行の追完をし ない で その時 期を経 過し た とき。  
⑷  前 ３ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 発 注 者 が こ の 項 の 規 定 に よ る 催 告 を し

ても履行の追完を受 ける見込みが ない こ とが明 らかで ある と き。  
 

（検査遅延の場合に おける損害金 等）  
第２１ 条  発注者 がその責 めに帰す べき理由 に より第 １３ 条 第１ 項 の期間内

に検査 をしないと きは、 そ の期限 を経過 した 日 から 検査 を した日 ま での期

間の日 数は、第１ ４条第 ２ 項の期 間（以 下「 約 定期 間」 と いう。 ） の日数

から差 し引くもの とし、 当 該遅延 日数が 約定 期 間の 日数 を 超える と きは、

約定期 間は、満了 したも の とみな す。こ の場 合 にお いて 、 受注者 は 、その

超える 日数に応じ 、遅延 利 息の率 の割合 で計 算 した 額の 遅 延利息 の 支払を

発注者に請求するこ とができる。  
 

（発注者の催告によ る解除権）  
第２２ 条  発注者 は、受注 者が次の 各号のい ず れかに 該当 す ると き は、相当

の期間 を定めてそ の履行 の 催告を し、そ の期 間 内に 履行 が ないと き はこの
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契約を 解除するこ とがで き る。た だし、 その 期 間を 経過 し た時に お ける債

務の不 履行がこの 契約及 び 取引上 の社会 通念 に 照ら して 軽 微であ る ときは、

この限りでない。  
⑴  正当な理由なく 、業務に着手 すべ き 期日を 過ぎて も業 務に着手しない  

とき。  
⑵  履行期間内に業 務が完了しな いと き 又は履 行期間 経過 後相当の期間内  

に業務を完了する見 込みがないと 明ら か に認め られる とき 。  
⑶  業務代理人、主 任技術者又は 管理技 術者を 配置しなか ったとき 。  
⑷  正当な理由なく 、第２０条第 １項の 履行の 追完がなさ れないと き。  
⑸  前各号に掲げる 場合のほか、 この契 約に違 反したとき 。  
 
（発注者の催告によ らない解除権 ）  

第２３ 条  発注者 は、受注 者が次の 各号のい ず れかに 該当 す ると き は、直ち

にこの契約を解除す ることができ る。  
⑴  第３条の規定 に 違反し て業務 委託料債権を 譲渡したと き。  
⑵  こ の 契 約 の 成 果 品 を 完 成 さ せ る こ と が で き な い こ と が 明 ら か で あ る

とき。  
⑶  受 注 者 が こ の 契 約 の 成 果 品 の 完 成 の 債 務 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明

確に表示したとき。  
⑷  受 注 者 の 債 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 受 注 者 が そ の 債 務

の 一 部 の 履 行 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た 場 合 に お い て 、 残 存 す

る部分のみでは契約 をした目的を 達す る ことが できな いと き 。  
⑸  契 約 の 成 果 品 の 性 質 又 は 当 事 者 の 意 思 表 示 に よ り 、 特 定 の 日 時 又 は

一 定 の 期 間 内 に 履 行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な

い場合において、受 注者が履行を しな い でその 時期を 経過 し たとき。  
⑹  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を せ ず 、 発 注

者 が 前 条 の 催 告 を し て も 契 約 を し た 目 的 を 達 す る の に 足 り る 履 行 が さ

れる見込みがないこ とが明らかで ある と き。  
⑺  暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 こ の 条

において 同じ ｡ )又は暴 力団員等 （ 暴力団 員 によ る不 当な 行為 の防止 等に

関 す る 法 律 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 こ の 号 に お い て

「暴 力 団 員」 と い う。）又 は 暴 力 団 員 で な くな っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過し

ない 者 を いう 。 以 下 この 条 に お い て 同 じ。）が 経 営 に 実 質 的 に 関 与 して

いると認められる者 に業務委託料 債権 を 譲渡し たとき 。  
⑻  第 ２ ３ 条 の ５ 又 は 第 ２ ３ 条 の ６ の 規 定 に よ ら な い で こ の 契 約 の 解 除

を申し出たとき。  
⑼  受 注 者 （ 受 注 者 が 共 同 企 業 体 を 結 成 し て い る 場 合 に あ っ て は 、 そ の

構成 員 の いず れ か の 者。 以 下 こ の 号 に お いて 同 じ 。） が 次 の い ず れ かに

該当するとき。  
ア  役 員 等 （ 受 注 者 が 個 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 個 人 そ の 他 経 営

に実 質的に 関与す る 者を いい 、 受注者 が 法 人 である 場 合に あ っ ては当

該法 人の役 員、そ の 支店 又は 常 時建設 コ ン サ ルタン ト 業務 等 の 契約を

締結 する事 務 所の 代 表 者 その他 経 営に 実 質 的 に関与 し てい る 者 をいう 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。） が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 で あ る と 認 め

られるとき。  
イ  役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益 を 図 る 目 的 又

は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 を 利

用していると認め ら れると き。  
ウ  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 に 対 し て 財 産 上 の 利 益 の 供 与 又

は 不 当 に 有 利 な 取 扱 い を す る 等 直 接 的 又 は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若

しくは運営に協力 し 、又は 関与し てい ると認め られるとき 。  
エ  役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 で あ る こ と を 知 り な が ら こ れ を

不当に利用するな ど してい ると認 めら れるとき 。  
オ  ア か ら エ ま で に 該 当 す る も の の ほ か 、 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力

団員等と密接な関 係 を有し ている と認 められる とき。  
カ  受 注 者 が 、 下 請 契 約 そ の 他 の 契 約 の 締 結 に 当 た り 、 そ の 相 手 方 が

ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と を 知 り な が ら 、 当 該 契 約 を
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締結したと認めら れ るとき 。  
キ  受 注 者 が 、 ア か ら オ ま で の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 下 請 契 約 そ の

他 の 契 約 の 相 手 方 と し て い た 場 合 （ カ に 該 当 す る 場 合 を 除 く 。） に 、

発 注 者 が 受 注 者 に 対 し て 当 該 契 約 の 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が こ れ に 従

わなかったとき。  
ク  発 注 者 が 第 ４ 条 の ２ 第 ３ 項 の 解 除 を 求 め 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 が

なくこれに従わな か ったと き（キ に該 当する場 合を除く 。）。  
 

（発注者の責めに帰 すべき事由に よる場 合の解 除の制 限）  
第 ２ ３ 条 の ２  第 ２ ２ 条 各 号 又 は 前 条 各 号 に 定 め る 場 合 が 発 注 者 の 責 め に

帰 す べ き 事 由 に よ る も の で あ る と き は 、 発 注 者 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ る

契約の解除をするこ とができない 。  
 

（談合等の不正行為 に係る解除）  
第２３ 条の ３  発 注者は、 受注者が この契約 に 関し、 次の 各 号の い ずれかに

該当し たときは、 この契 約 を解除 するこ とが で きる もの と し、こ の ため受

注者に損害が生じて も、発注者は その責 めを負 わないもの とする。  
⑴  第２４条の３第 １項に該当す ると き 。  
⑵  受注者が不正な 手段で入札に 参加 し たこと が判明 した とき。  
 
（発注者の任意解除 権）  

第２３ 条の ４  発 注者は、 業務が完 了するま で の間は 、第 ２ ２条 、 第２３条

又は前 条の規定に よるほ か 、必要 がある とき は 、こ の契 約 を解除 す ること

ができる。  
 
２  発 注者は、前 項の規定 によりこ の契約を 解 除した こと に より 受 注者に損

害を及ぼしたときは 、その損害を 賠償し なけれ ばならない 。  
 

（受注者の催告によ る解除権）  
第２３ 条の ５  受 注者は、 発注者が この契約 に 違反し たと き は、 相 当の期間

を定め てその履行 の催告 を し、そ の期間 内に 履 行が ない と きは、 こ の契約

を解除 することが できる 。 ただし 、その 期間 を 経過 した と きにお け る債務

の不履 行がこの契 約及び 取 引上の 社会通 念に 照 らし て軽 微 である と きは、

この限りでない。  
 

（受注者の催告によ らない解除権 ）  
第２３ 条の ６  受 注者は、 次の各号 のいずれ か に該当 する 理 由が あ るとき は、

直ちにこの契約を解 除することが できる 。  
⑴  第８ 条の 規 定によ り 業務 内容 を 変更し た ため業 務 委 託 料が ３ 分 の ２以

上減少したと き。  
⑵  業務 の中 止 期間が 履 行期 間の １ ０分の ５ （履行 期 間 の １０ 分 の ５ が６

月を 超えると き は、 ６月 ） を超え た とき 。 た だし 、中 止 が 業務 の 一部の

みの 場合は、 そ の一 部を 除 いた他 の 部分 の 業 務が 完了 し た 後３ 月 を経過

しても、なお その中 止が解除され ない と き。  
 
（受注者の責めに帰 すべき事由に よる 場 合の解 除の制 限）  

第２３ 条の ７  受 注者は、 前２条の 規定によ る 契約の 解除 が 受注 者 の責めに

帰すべき事由による ものであると きは、 これを することが できない 。  
 

（解除に伴う措置）  
第２４ 条  発注者 は、契約 が業務の 完了前に 解 除され たと き は、 出 来形部分

を検査 の上、当該 検査に 合 格した 部分に つい て 引渡 しを 受 けるも の とし、

引渡し を受けたと きは、 当 該引渡 しを受 けた 部 分に 相応 す る業務 委 託料を

受注者に支払わなけ ればならない 。  
 
２  前 項の場合に おいて、 第１５条 の規定に よ る前払 金の 支 払が あ ったとき

は、当 該前払金額 （第１ ８ 条の規 定によ る業 務 委託 料の 一 部の支 払 をして

いると きは、当該 支払に お いて償 却した 前払 金 の額 を控 除 した額 ） を前項

の引渡 しを受けた 部分に 相 応する 業務委 託料 か ら控 除す る 。この 場 合にお
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いて、 受領済みの 前払金 額 になお 余剰が ある と きは 、受 注 者は、 第 ２２条、

第２３ 条又は第２ ４条の ２ 第３項 の規定 によ る 解除 にあ っ ては、 そ の余剰

額に前 払金の支払 の日か ら 返還の 日まで の日 数 に応 じ、 遅 延利息 の 率の割

合で計 算した額の 利息を 付 した額 を、第 ２３ 条 の４ 第１ 項 又は第 ２ ３条の

６の規 定による解 除にあ っ ては、 その余 剰額 を 発注 者に 返 還しな け ればな

らない。  
 
３  発 注者は、第 ２３条の ４第１項 又は第２ ３ 条の６ の規 定 によ り 契約を解

除した 場合におい て、こ れ により 受注者 に損 害 を及 ぼし た ときは 、 その損

害を賠 償しなけれ ばなら な い。こ の場合 にお い て、 賠償 額 は、発 注 者と受

注者が協議して定め る。  
 
４  業 務の完了後 にこの契 約が解除 された場 合 は、解 除に 伴 い生 じ る事項の

処理に ついては発 注者及 び 受注者 が民法 （明 治 ２９ 年法 律 第８９ 号 ）の規

定に従って協議して 決める。  
 

（発注者の損害賠償 請求等）  
第２４ 条の ２  発 注者は、 受注者が 次の各号 の いずれ かに 該 当す る ときは、

これによって生じた 損害の賠償を 請求す ること ができる。  
⑴  履行期限内に業 務を完了する こと が できな いとき 。  
⑵  この契約の成果 品に契約不適 合が あ るとき 。  
⑶  第２ ２条 又 は第２ ３ 条の 規定 に より、 成 果品の 引 渡 し 後に こ の 契 約が

解除されたと き。  
⑷  前各 号に 掲 げる場 合 のほ か、 債 務の本 旨 に従っ た 履 行 をし な い と き又

は債務の履行 が不能 であるとき。  
 
２  受 注者が次の 各号のい ずれかに 該当する と きは、 前項 の 損害 賠 償に代え

て、受 注者は、業 務委託 料 の１０ 分の１ に相 当 する 額を 違 約金と し て発注

者の指定する期間内 に支払わなけ ればな らない 。  
⑴  第２ ２条 又 は第２ ３ 条の 規定 に より成 果 品の引 渡 し 前 にこ の 契 約 が解

除されたとき 。  
⑵  成果 品の 引 渡し前 に 、受 注者 が その債 務 の履行 を 拒 否 し、 又 は 受 注者

の責 めに帰す べ き事 由に よ って受 注 者の 債 務 につ いて 履 行 不能 と なった

とき。  
 

３  次 の各号のい ずれかに 掲げる者 がこの契 約 を解除 した 場 合は 、 前項第２

号に該当するものと みなす。  
⑴  受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破 産 法

（平成１６年 法律第 ７５号）の規 定に よ り選任 された 破産 管財人  
⑵  受注 者に つ いて更 生 手続 開始 の 決定が あ った場 合 に お いて 、 会 社 更生

法（平成１４ 年法律 第１５４号） の規 定 による 管財人  
⑶  受注 者に つ いて再 生 手続 開始 の 決定が あ った場 合 に お いて 、 民 事 再生

法（平成１１ 年法律 第２２５号） の規 定 により 選任さ れた 再生債務者等  
 
４  第 １項各号又 は第２項 各号に定 める場合 （ 前項の 規定 に より 第 ２項第２

号に該 当する場合 とみな さ れる場 合を除 く。 ） がこ の契 約 及び取 引 上の社

会通念 に照らして 受注者 の 責めに 帰する こと が でき ない 事 由によ る もので

あるときは、第 1 項 及び第 ２項の規定 は適用し な い。  
 
５  第 １項第１号 に該当し 、発注者 が損害賠 償 を請求 する 場 合の 請 求額は、

発注者 は、業務委 託料か ら 既履行 部分に 相応 す る業 務委 託 料を控 除 した額

につき 、遅延日数 に応じ 、 遅延利 息の率 の割 合 で計 算し た 額を請 求 するこ

とができる。  
 

（談合等の不正行為 に係る違約金 ）  
第２４ 条の ３  こ の契約に 関し、受 注者（共 同 企業体 にあ っ ては 、 その構成

員）が 次の各号の いずれ か に該当 したと きは 、 受注 者は 、 発注者 の 請求に

基 づ き 、 こ の 契 約 の 業 務 委 託 料 （ こ の 契 約 締 結 後 、 業 務 委 託 料 の 変 更 が

あった 場合には、 変更後 の 業務委 託料） の１ ０ 分の ２に 相 当する 額 を違約
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金として発注者の指 定する期間内 に支払 わなけ ればならな い。  
⑴  この 契約 に 関し、 受 注者 が私 的 独占の 禁 止及び 公 正 取 引の 確 保 に 関す

る法 律（昭和 ２ ２年法 律 第 ５ ４号 。 以下 ｢独 占禁 止法 ｣と い う。） 第 ３条

の規 定に違反 し 、又 は受 注 者が構 成 事業 者 で ある 事業 者 団 体が 同 法第８

条第 １号の規 定 に違反 し た こ とに よ り、公 正 取引委員 会 が受注 者 に対 し 、

独占 禁止法第 ７ 条の ２第 １ 項（独 占 禁止 法 第 ８条 の３ に お いて 準 用する

場合 を含む。 ） の規 定に 基 づく課 徴 金の 納 付 命令 （以 下 「 納付 命 令」と

いう 。）を行 い 、当 該納 付 命令が 確 定し た と き（ 確定 し た 納付 命 令が独

占禁 止法第６ ３ 条第 ２項 の 規定に よ り取 り 消 され た場 合 を 含む 。 以下こ

の条において 同じ。 ）。  
⑵  納付 命令 又 は独占 禁 止法 第７ 条 若しく は 第８条 の ２ の 規定 に 基 づ く排

除措 置命令（ こ れら の命 令 が受注 者 又は 受 注 者が 構成 事 業 者で あ る事業

者団 体（以下 「 受注 者等 」 という 。 ）に 対 し て行 われ た と きは 、 受注者

等に 対する命 令 で確 定し た ものを い い、 受 注 者等 に対 し て 行わ れ ていな

いと きは、各 名 宛人 に対 す る命令 す べて が 確 定し た場 合 に おけ る 当該命

令を いう。次 号 及び 次項 に おいて 同 じ。 ） に おい て、 こ の 契約 に 関し、

受注 者等が独 占 禁止 法第 ３ 条又は 第 ８条 第 １ 号の 規定 に 違 反す る 行為の

実行としての 事業活 動があったと され た とき。  
⑶  前号 に規 定 する納 付 命令 又は 排 除措置 命 令によ り 、 受 注者 等 に 独 占禁

止法 第３条又 は 第８ 条第 １ 号の規 定 に違 反 す る行 為が あ っ たと さ れた期

間及 び当該違 反 する 行為 の 対象と な った 取 引 分野 が示 さ れ た場 合 におい

て、 この契約 が 当該 期間 （ これら の 命令 に 関 する 事件 に つ いて 、 公正取

引委 員会が受 注 者に 対し 納 付命令 を 行い 、 こ れが 確定 し た とき は 、当該

納付 命令にお け る課 徴金 の 計算の 基 礎で あ る 当該 違反 す る 行為 の 実行期

間を 除く。） に 入札 （見 積 書の提 出 を含 む 。 ）が 行わ れ た もの で あり、

かつ、当該取 引分野 に該当するも ので あ るとき 。  
⑷  この 契約 に 関し、 受 注者 （法 人 の場合 に あって は 、 そ の役 員 又 は その

使用 人を含む 。 次項 にお い て同じ 。 ）の 独 占 禁止 法第 ８ ９ 条第 １ 項若し

くは 第９５条 第 １項 第１ 号 又は刑 法 （明 治 ４ ０年 法律 第 ４ ５号 ） 第９６

条の６に規定 する刑 が確定したと き。  
２  受 注者が前項 の違約金 を発注者 の指定す る 期間内 に支 払 わな い ときは、

受 注 者 は 、 当 該 期 間 を 経 過 し た 日 か ら 支 払 を す る 日 ま で の 日 数 に 応 じ ､遅

延利息 の率の割合 で計算 し た額の 遅延利 息を 発 注者 に支 払 わなけ れ ばなら

ない。  
 

（受注者の損害賠償 請求等）  
第２４ 条の ４  受 注者は、 発注者が 次の各号 の いずれ かに 該 当す る 場合はこ

れによ って生じた 損害の 賠 償を請 求する こと が でき る。 た だし、 当 該各号

に定め る場合がこ の契約 及 び取引 上の社 会通 念 に照 らし て 発注者 の 責めに

帰することができな い事由による もので あると きは、この 限りでな い。  
⑴  第２ ３条 の ５又は 第 ２３ 条の ６ の規定 に よりこ の 契 約 が解 除 さ れ たと

き。  
⑵  前号 に掲 げ る場合 の ほか 、債 務 の本旨 に 従った 履 行 を しな い と き 又は

債務の履行が 不能で あるとき。  
 
２  第 １４条第２ 項（第１ ８条第２ 項におい て 準用す る場 合 を含 む 。）に規

定する 期日までに 業務委 託 料が支 払われ なか っ た場 合に お いては 、 受注者

は、未 受領金額に つき、 遅 延日数 に応じ 、遅 延 利息 の率 の 割合で 計 算した

額の遅延利息の支払 を発注者に請 求する ことが できる。  
 

（契約不適合責任期 間等）  
第２４ 条の ５  発 注者は、 引き渡さ れた成果 品 に関し 、引 渡 しを 受 けた日か

ら２年 以内でなけ れば、 契 約不適 合を理 由と し た履 行の 追 完の請 求 、損害

賠償の 請求、業務 委託料 の 減額の 請求又 は契 約 の解 除（ 以 下この 条 におい

て「請求等」という 。）をするこ とがで きない 。  
 
２  前 項の請求等 は、具体 的な契約 不適合の 内 容、請 求す る 損害 額 の算定の

根拠等 当該請求等 の根拠 を 示して 、受注 者の 契 約不 適合 責 任を問 う 意思を
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明確に告げることで 行う。  
 
３  発 注者が第１ 項に規定 する契約 不適合に 係 る請求 等が 可 能な 期 間（以下

「契約 不適合責任 期間」 と いう。 ）のう ちに 契 約不 適合 を 知り、 そ の旨を

受注者 に通知した 場合に お いて、 発注者 が通 知 から １年 が 経過す る 日まで

に前項 に規定する 方法に よ る請求 等をし たと き は、 契約 不 適合責 任 期間の

うちに請求等をした ものとみなす 。  
 
４  発 注者は、第 １項の請 求等を行 ったとき は 、当該 請求 等 の根 拠 となる契

約不適 合に関し、 民法の 消 滅時効 の範囲 で、 当 該請 求等 以 外に必 要 と認め

られる請求等をする ことができる 。  
 
５  前 各項の規定 は、契約 不適合が 受注者の 故 意又は 重過 失 によ り 生じたも

のであ るときには 適用せ ず 、契約 不適合 に関 す る受 注者 の 責任に つ いては、

民法の定めるところ による。  
 
６  民 法第６３７ 条第１項 の規定は 、契約不 適 合責任 期間 に つい て は適用し

ない。  
 
７  発 注者は、成 果品の引 渡しの際 に契約不 適 合があ るこ と を知 っ たとき は、

第１項 の規定にか かわら ず 、その 旨を直 ちに 受 注者 に通 知 しなけ れ ば、当

該契約 不適合に関 する請 求 等をす ること はで き ない 。た だ し、受 注 者がそ

の契約不適合がある ことを知って いたと きは、 この限りで ない。  
 
８  引 き渡された 成果品の 契約不適 合が支給 材 料の性 質又 は 発注 者 若しくは

監督員 の指図によ り生じ た もので あると きは 、 発注 者は 当 該契約 不 適合を

理由と して、請求 等をす る ことが できな い。 た だし 、受 注 者がそ の 材料又

は指図 が不適当で あるこ と を知り ながら これ を 通知 しな か ったと き は、こ

の限りでない。  
 

（相殺等）  
第２５ 条  発注者 は、受注 者がこの 契約に基 づ く違約 金、 損 害金 又 は賠償金

を発注 者の指定す る期間 内 に支払 わない とき は 、受 注者 に 支払う べ き業務

委託料 その他の金 銭債務 と これを 相殺し 、な お 不足 があ る ときは 、 これを

追徴することができ る。  
 

（暴力団員等による 不当介入を受 けた 場 合の措 置）  
第２５ 条の ２  受 注者は、 暴力団員 等又は暴 力 団関係 者に よ る不 当 介入を受

けた場 合は、断固 として こ れを拒 否する とと も に、 不当 介 入があ っ た時点

で速やかに警察に通 報を行い、捜 査上必 要な協 力を行うも のとする 。  
 
２  前 項の規定に よる警察 への通報 を行い、 捜 査上必 要な 協 力を 行 った場合

には、速やかに発注 者にその旨を 文書で 報告し なければな らない。  
 
３  受 注者は、暴 力団員等 又は暴力 団関係者 に よる不 当介 入 を受 け たことに

より、 履行期間に 遅れが 生 じる等 の被害 が生 じ た場 合は 、 発注者 と 協議を

行うものとする。  
 

（秘密の保持等）  
第２６条  受注者は 、業務の処理 上知り 得た秘 密を漏らし てはなら ない。  
 
２  受 注者は、業 務の成果 品（業務 の履行過 程 におい て得 ら れた 記 録等を含

む。） を他人に閲 覧させ 、 複写さ せ、又 は譲 渡 して はな ら ない。 た だし、

発注者の承諾を得た ときはこの限 りでな い。  
 

（届出書、通知書等 の様式）  
第２７ 条  この約 款に基づ き受注者 が発注者 に 対して 提出 す べき 届 出書、通

知書等の様式は、発 注者の定める ところ による 。  
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（情報通信の技術を 利用する方法 ）  
第 ２ ８ 条  こ の 約 款 に お い て 書 面 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て

いる催 告、請求、 通知、 報 告、申 出、承 諾、 解 除及 び指 示 は、法 令 に違反

しない 限りにおい て、電 磁 的方法 を用い て行 う こと がで き る。た だ し、当

該方法は書面の交付 に準じるもの でなけ ればな らない。  
 

（雑則）  
第２９ 条  この約 款に定め のない事 項につい て は、必 要に 応 じて 発 注者と受

注者が協議して定め る。  
 
 


